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舎
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企
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33
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窓
口
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旧
本
庁
舎
等
跡
地
の
活
用
に
つ
い
て
、
本
市
と
し
て
の
方
向
性
を
決
定

し
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
旧
本
庁
舎
等
跡
地
の
利
活
用
に
つ
い

て
は
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
ス
ト
リ
ー

ト
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
、
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト

な
ど
、
議
論
の
プ
ロ
セ
ス
を
大
切
に
し

て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
専
門
家
委
員
会

で
は
、
専
門
的
な
見
地
か
ら
議
論
し
て

い
た
だ
き
、
検
討
を
進
め
て
き
た
と
こ

ろ
で
す
。

　
昨
年
10
月
、
検
討
結
果
を
取
り
ま
と

め
た
提
言
書
が
専
門
家
委
員
会
か
ら
提

出
さ
れ
た
の
を
受
け
、
本
市
は
こ
れ
ま

で
の
検
討
の
経
緯
を
踏
ま
え
て
課
題
な

ど
を
整
理
し
、
提
言
に
沿
う
よ
う
に
活

用
の
方
向
性
を
ま
と
め
ま
し
た
。

活
用
に
向
け
た
課
題
な
ど

■ 

ど
の
よ
う
な
防
災
機
能
を
持
た
せ
ら

れ
る
か

　
浸
水
に
対
す
る
防
災
機
能
は
満
た
し

ま
せ
ん
が
、
地
震
に
対
す
る
適
用
性
が

あ
る
た
め
、
避
難
地
や
復
旧
活
動
の
拠

点
と
し
て
の
機
能
を
持
た
せ
ま
す
。
ま

た
、
８
０
０
０
平
方
㍍
の
広
場
は
防
火

帯
と
し
て
の
機
能
も
備
え
て
い
ま
す
。

■
騒
音
規
制
が
必
要
で
は
な
い
か

　
周
辺
に
は
民
家
が
あ
り
、
病
院
が
隣

接
す
る
た
め
、
夜
間
の
利
用
、
イ
ベ
ン

ト
開
催
時
の
ス
ピ
ー
カ
ー
の
向
き
な
ど

に
配
慮
が
必
要
と
考
え
ま
す
。

■ 

埋
蔵
文
化
財
調
査
は
必
要
な
い
か

　
建
物
を
建
設
す
る
場
合
、
規
模
・
場

所
に
よ
り
埋
蔵
文
化
財
調
査
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

■
残
土
処
分
に
か
か
る
財
政
負
担
は

　
跡
地
に
は
自
然
由
来
の
ヒ
素
が
含
ま

れ
る
部
分
が
あ
り
ま
す
が
、
広
場
整
備

の
場
合
は
残
土
処
分
量
が
多
く
な
い
た

め
、
大
き
な
財
政
負
担
は
生
じ
な
い
と

想
定
さ
れ
ま
す
。

■
駐
車
場
の
整
備
は
ど
う
考
え
る
か

　
広
場
と
市
民
会
館
の
利
便
性
に
配
慮

す
る
と
と
も
に
、
活
用
の
主
目
的
と
な

る
広
場
の
広
さ
を
可
能
な
限
り
確
保
で

き
る
適
正
な
規
模
と
し
ま
す
。

■ 

第
２
庁
舎
跡
地
は
ど
の
よ
う
に
活
用

す
る
か

　
本
庁
舎
跡
地
と
一
体
的
に
考
え
、
一

定
の
方
向
性
に
沿
っ
て
活
用
し
ま
す
。

本市が示す跡地活用の方向性の主な内容
■ 「震災時の避難地および復旧活動の拠点となり得る、緑のあふれる広

場」を中心としたオープンスペースとし、にぎわいを創出する。

■ 整備の詳細、工程、経費・財源などの具体的な内容は、引き続き庁
内の関係課長で構成する会議で検討する。

■ 将来、跡地に新たな活用策を検討することが必要となった場合は、
市民ニーズや社会経済情勢などを勘案し、「旧本庁舎等跡地活用に関
する専門家委員会」の提言を踏まえて、柔軟に対応する。
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人権尊重都市鳥取市の実現をめざして人権尊重都市鳥取市の実現をめざして

問 本庁舎人権推進課（43 番窓口） 本庁舎人権推進課（43 番窓口）  08570857--3030--8071 8071  0857 0857--2020--33945945

部
落
差
別
解
消
推
進
法
と
は

部
落
差
別
解
消
推
進
法
と
は

　
部
落
差
別
解
消
推
進
法
（
正
式

　
部
落
差
別
解
消
推
進
法
（
正
式

名
称
：
部
落
差
別
の
解
消
の
推
進

名
称
：
部
落
差
別
の
解
消
の
推
進

に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
解
消

に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
解
消

法
」））
は
平
成

法
」））
は
平
成
2828
年年
1212
月月
1616
日
に
日
に

公
布
・
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
全
六

公
布
・
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
全
六

条
か
ら
な
る
こ
の
法
律
に
は
、
部

条
か
ら
な
る
こ
の
法
律
に
は
、
部

落
差
別
と
い
う
言
葉
が
法
律
の
名

落
差
別
と
い
う
言
葉
が
法
律
の
名

称
お
よ
び
条
文
に
初
め
て
明
記
さ

称
お
よ
び
条
文
に
初
め
て
明
記
さ

れ
ま
し
た
。

れ
ま
し
た
。

　
第
一
条
は
、
部
落
差
別
の
存
在

　
第
一
条
は
、
部
落
差
別
の
存
在

を
明
記
し
、「
部
落
差
別
は
許
さ

を
明
記
し
、「
部
落
差
別
は
許
さ

れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
の

れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
の

下
に
こ
れ
を
解
消
す
る
こ
と
が
重

下
に
こ
れ
を
解
消
す
る
こ
と
が
重

要
な
課
題
」
と
し
て
い
ま
す
。

要
な
課
題
」
と
し
て
い
ま
す
。

　
第
二
条
は
、「
部
落
差
別
を
解

　
第
二
条
は
、「
部
落
差
別
を
解

消
す
る
必
要
性
に
対
す
る
国
民
一

消
す
る
必
要
性
に
対
す
る
国
民
一

人
一
人
の
理
解
を
深
め
る
よ
う
努

人
一
人
の
理
解
を
深
め
る
よ
う
努

め
る
こ
と
に
よ
り
、
部
落
差
別
の

め
る
こ
と
に
よ
り
、
部
落
差
別
の

な
い
社
会
の
実
現
」
を
基
本
理
念

な
い
社
会
の
実
現
」
を
基
本
理
念

と
し
て
定
義
し
て
い
ま
す
。

と
し
て
定
義
し
て
い
ま
す
。

　
第
三
条
は
、
そ
の
実
現
の
た
め

　
第
三
条
は
、
そ
の
実
現
の
た
め

の
国
お
よ
び
地
方
公
共
団
体
の
責

の
国
お
よ
び
地
方
公
共
団
体
の
責

務
を
明
ら
か
に
し
、
第
四
条
に
相

務
を
明
ら
か
に
し
、
第
四
条
に
相

談
体
制
の
充
実
、
第
五
条
に
教
育

談
体
制
の
充
実
、
第
五
条
に
教
育

お
よ
び
啓
発
の
推
進
、
第
六
条
で

お
よ
び
啓
発
の
推
進
、
第
六
条
で

は
、
国
が
地
方
公
共
団
体
と
協
力

は
、
国
が
地
方
公
共
団
体
と
協
力

し
て
の
部
落
差
別
の
実
態
に
係
る

し
て
の
部
落
差
別
の
実
態
に
係
る

調
査
の
実
施
を
定
め
て
い
ま
す
。

調
査
の
実
施
を
定
め
て
い
ま
す
。

部落差別解消推進法～施行から5年を迎えて～

解
消
法
制
定
の
意
義
と
は

解
消
法
制
定
の
意
義
と
は

　
国
の
部
落
問
題
の
取
り
組
み
の

　
国
の
部
落
問
題
の
取
り
組
み
の

契
機
と
な
っ
た
同
和
対
策
審
議
会

契
機
と
な
っ
た
同
和
対
策
審
議
会

答
申
（
昭
和

答
申
（
昭
和
4040
年
）
は
部
落
差
別

年
）
は
部
落
差
別

の
解
消
が
国
民
的
課
題
で
あ
り
、

の
解
消
が
国
民
的
課
題
で
あ
り
、

そ
の
解
決
に
国
を
あ
げ
て
取
り
組

そ
の
解
決
に
国
を
あ
げ
て
取
り
組

む
こ
と
を
確
認
し
た
も
の
で
す
。

む
こ
と
を
確
認
し
た
も
の
で
す
。

そ
の
後
制
定
さ
れ
た
同
和
対
策
事

そ
の
後
制
定
さ
れ
た
同
和
対
策
事

業
特
別
措
置
法

業
特
別
措
置
法((

昭
和
昭
和
4444
年
・
以

年
・
以

下
「
特
措
法
」

下
「
特
措
法
」))

な
ど
に
よ
っ
て
、

な
ど
に
よ
っ
て
、

行
政
に
よ
る
同
和
対
策
事
業
が
行

行
政
に
よ
る
同
和
対
策
事
業
が
行

わ
れ
、
生
活
環
境
面
の
格
差
は
あ

わ
れ
、
生
活
環
境
面
の
格
差
は
あ

る
程
度
解
消
さ
れ
ま
し
た
。
し
か

る
程
度
解
消
さ
れ
ま
し
た
。
し
か

し
、
特
措
法
の
失
効
に
よ
っ
て
、

し
、
特
措
法
の
失
効
に
よ
っ
て
、

同
和
問
題
（
部
落
差
別
）
は
解
決

同
和
問
題
（
部
落
差
別
）
は
解
決

し
た
と
の
社
会
の
誤
っ
た
認
識
が

し
た
と
の
社
会
の
誤
っ
た
認
識
が

少
な
か
ら
ず
あ
り
ま
し
た
。

少
な
か
ら
ず
あ
り
ま
し
た
。

　
解
消
法
は
、
国
が
部
落
差
別
は

　
解
消
法
は
、
国
が
部
落
差
別
は

今
も
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
、
法

今
も
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
、
法

律
に
お
い
て
明
文
化
し
た
こ
と
に

律
に
お
い
て
明
文
化
し
た
こ
と
に

重
要
な
意
義
が
あ
り
ま
す
。
部
落

重
要
な
意
義
が
あ
り
ま
す
。
部
落

差
別
の
解
消
を
推
進
し
、
部
落
差

差
別
の
解
消
を
推
進
し
、
部
落
差

別
の
な
い
社
会
の
実
現
を
め
ざ
す

別
の
な
い
社
会
の
実
現
を
め
ざ
す

こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
と
、
そ

こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
と
、
そ

の
た
め
の
取
り
組
み
の
必
要
性
が

の
た
め
の
取
り
組
み
の
必
要
性
が

示
さ
れ
ま
し
た
。
解
消
法
は
、
私

示
さ
れ
ま
し
た
。
解
消
法
は
、
私

た
ち
一
人
一
人
に
向
け
ら
れ
た
法

た
ち
一
人
一
人
に
向
け
ら
れ
た
法

律
で
あ
り
、
部
落
差
別
の
解
消
は

律
で
あ
り
、
部
落
差
別
の
解
消
は

社
会
全
体
の
問
題
な
の
で
す
。

社
会
全
体
の
問
題
な
の
で
す
。

解
消
法
施
行
５
年
を
迎
え
て

解
消
法
施
行
５
年
を
迎
え
て

　
部
落
差
別
に
関
す
る
取
り
組
み

　
部
落
差
別
に
関
す
る
取
り
組
み

が
進
む
一
方
で
、
ネ
ッ
ト
上
で
は

が
進
む
一
方
で
、
ネ
ッ
ト
上
で
は

被
差
別
部
落
に
関
す
る
偏
見
や
誹

被
差
別
部
落
に
関
す
る
偏
見
や
誹

謗
中
傷
な
ど
部
落
差
別
を
助
長
す

謗
中
傷
な
ど
部
落
差
別
を
助
長
す

る
行
為
が
見
ら
れ
ま
す
。
こ
う
し

る
行
為
が
見
ら
れ
ま
す
。
こ
う
し

た
な
か
、
法
務
省
は
、
ネ
ッ
ト
上

た
な
か
、
法
務
省
は
、
ネ
ッ
ト
上

で
特
定
の
地
域
を
同
和
地
区
で
あ

で
特
定
の
地
域
を
同
和
地
区
で
あ

る
（
あ
っ
た
）
と
指
摘
す
る
な
ど

る
（
あ
っ
た
）
と
指
摘
す
る
な
ど

の
情
報
は
、
原
則
と
し
て
削
除
要

の
情
報
は
、
原
則
と
し
て
削
除
要

請
を
行
う
対
象
と
し
ま
し
た
。
ま

請
を
行
う
対
象
と
し
ま
し
た
。
ま

た
、
昨
年
９
月
、
ネ
ッ
ト
上
に
同

た
、
昨
年
９
月
、
ネ
ッ
ト
上
に
同

和
地
区
の
地
名
を
掲
載
し
た
出
版

和
地
区
の
地
名
を
掲
載
し
た
出
版

社
に
掲
載
の
削
除
な
ど
を
求
め
た

社
に
掲
載
の
削
除
な
ど
を
求
め
た

裁
判
で
、
東
京
地
裁
は
、
差
別
を

裁
判
で
、
東
京
地
裁
は
、
差
別
を

助
長
す
る
行
為
で
違
法
と
い
う
判

助
長
す
る
行
為
で
違
法
と
い
う
判

決
を
出
し
ま
し
た
。

決
を
出
し
ま
し
た
。

　
本
市
で
は
、
ネ
ッ
ト
モ
ニ
タ
リ

　
本
市
で
は
、
ネ
ッ
ト
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
を
実
施
し
、
部
落
差
別
を
助

ン
グ
を
実
施
し
、
部
落
差
別
を
助

長
す
る
悪
質
な
投
稿
に
は
、
削
除

長
す
る
悪
質
な
投
稿
に
は
、
削
除

要
請
を
行
っ
て
い
ま
す
。
し
か

要
請
を
行
っ
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
誹
謗
中
傷
な
ど
の
差
別
的
な

し
、
誹
謗
中
傷
な
ど
の
差
別
的
な

書
き
込
み
は
依
然
後
を
絶
ち
ま
せ

書
き
込
み
は
依
然
後
を
絶
ち
ま
せ

ん
。
ネ
ッ
ト
上
を
含
む
あ
ら
ゆ
る

ん
。
ネ
ッ
ト
上
を
含
む
あ
ら
ゆ
る

場
面
で
、
差
別
を
助
長
す
る
行
為

場
面
で
、
差
別
を
助
長
す
る
行
為

は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
今
後
も
、
人

は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
今
後
も
、
人

権
研
修
な
ど
に
よ
る
教
育
・
啓
発

権
研
修
な
ど
に
よ
る
教
育
・
啓
発

や
法
の
周
知
な
ど
、
部
落
差
別
の

や
法
の
周
知
な
ど
、
部
落
差
別
の

解
消
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
い
き

解
消
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
い
き

ま
す
。

ま
す
。

　
同
和
問
題
（
部
落
差
別
）
を
正

　
同
和
問
題
（
部
落
差
別
）
を
正

し
く
理
解
し
、部
落
差
別
の
無
い
、

し
く
理
解
し
、部
落
差
別
の
無
い
、

一
人
一
人
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
た

一
人
一
人
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
た

社
会
の
実
現
を
め
ざ
し
ま
し
ょ

社
会
の
実
現
を
め
ざ
し
ま
し
ょ

う
。
う
。

「全国水平社」創立１００周年

　令和 4年 3月 3日、全国水平社
が創立されて100周年を迎えます。
　全国水平社は、大正 11（1922）
年 3月 3日、当時の京都市岡崎公
会堂に、被差別部落の人々が部落差
別からの解放を求めて集まり、結成
されました。
　「人の世に熱あれ、人間に光あれ」
で結ばれる水平社宣言は、日本最初
の人権宣言といわれます。この宣言
には、「人間を尊敬し、大切にし合
うことで差別はなくしていける」と
いう願いが込められています。
　水平社宣言に込められた当時の
人々の願いに思いをはせ、改めて人
権尊重の意義を考えてみましょう。

特
集　
旧
本
庁
舎
等
跡
地
活
用
の
方
向
性
が
決
定
！

特
集　
旧
本
庁
舎
等
跡
地
活
用
の
方
向
性
が
決
定
！

オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
と
し
て
賑
わ
い
を
創
出
！

オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
と
し
て
賑
わ
い
を
創
出
！

〜〜
防
災
機
能

防
災
機
能
を
も
っ
た

を
も
っ
た
緑
あ
ふ
れ
る
広
場

緑
あ
ふ
れ
る
広
場
へ
〜
へ
〜
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